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　人権平和センター豊中がオープンしま

した。とはいっても箱自体は 1973 年

に建設された 47 年目を迎える年季入り

の建物で、正直、真新しさはありません。

2 階は、こどもの学び・居場所事業の受

付（平日は 14 時から、土曜日は 10 時

から）ができるように、少しロビーの配

置換えをしました。3階の平和展示室は、

「豊中と戦争の時代」（展示室 1）、小学

生高学年向けの「平和と学びポスター展」

（展示室2）、「まちなかの記憶」（展示室3）

と3つの部屋に分かれて展示がされてい

ます。3 階はスタッフが常駐しておりま

せんので、見学を希望する方は2階の事

務局にお声かけください。入場無料です。

　新型肺炎の感染拡大予防のため、2 月

下旬から予定されていた市主催事業が

着々と（？）中止になり出しました。

　4 月に予定されていたセンターのオー

プニングセレモニー（テープカットや太

鼓演奏など）も中止となり、今のところ

実施の目処は立っていません。事業を

実施するか、中止にするか、いつまで休

館にするのかを、毎日のように国からの

お触れを待ち、大阪府からのお触れを待

ち、豊中市からのお達しを待つ日々。休

館が延長するたびに張り紙を書き換える

日々。見通しが立たないストレス、感染

への不安や、コロナに感染せずとも、「欲

しがりません、勝つまでは」のような空

気感にすべての人がぐったりしていたよ

うに思います。前事務局長を寂しがる声

もなく（週一回来てるので）、新事務局

長を励ます会も持てず、これまで滞って

いた作業に忙殺され、今に至ります。

　6 月 1 日からストップしていた事業

がようやくスタートしました。少し忙

しいスケジュールになりそうですが、再

びやってくるであろう第二波に備えなつ

つ、地域の人たちと繋がっていければと

思います。



じんけん　ぶんか　まちづくり第 68 号

3

　みなさん、自粛生活はどのように過

ごされていたでしょうか。

　さて、とよなか人権文化まちづくり

協会では、今年の 1 月・2 月、急ピッ

チで 2020 年度 4 月からの新しい事業

に向けて準備を進めていました。と

ころが 3 月からコロナ感染予防でセン

ターが休館になり、全ての事業が中止

になり現在に至っています。

　「相談及び人権・平和啓発事業」、「こ

どもの学び・居場所事業」、「こども多

世代ふれあい事業」、「老人憩の家管理

運営業務」と 4 つの事業すべてを企画

して、準備を整えたにも関わらず、豊

中市から「成果物がないのに委託料は

払えません、これが基本的な考えです」

と言われました。委託業務（仕様書に

書かれている事）が出来ないのは協会

の落ち度ではないのですが、市が一番

求めている成果は主に数字（何回やっ

て何人来たか）です。しかし事業を

するにあたって企画の柱立てや情報収

集、資料準備などがあっての事業であ

ること、何を持って成果物とするかを

何度も何度も市と協議しました。4月・

5 月の 2 か月分は全額いただく事は出

来ませんが、先日ようやく 4 月分の金

額が決まり請求を出させていただきま

した。それから間もなく 5 月の報告を

出させていただき、次は 5 月分の協議

の始まりです。事務局長としての初の

協議、かなりのストレスでなかなか大

変でした。

　

　5 月 21 日に緊急事態宣言が解除さ

れ豊中市の方向がだされ 6 月 1 日から

感染予防の対策をしながら、まだまだ

全開ではありませんが、人権啓発事業、

地域交流事業、豊中・螢池の両こども

事業ができるようになりました。6 月

15 日からは憩の家のお風呂も再開で

きました。

　久しぶりに会えたみんなのホッとし

た笑顔に、地域と人をつなぎ、人権文

化のまちづくりを目指す協会事業の重

要性を改めて感じました。

　

　まだまだ続くコロナ事情、何時どう

なるかわからない状況ですが、コロナ

との付き合い方をしっかり考え付き

合っていかないといけないですね。

巻頭言

受託事業がスタート！のはずが…

酒井　留美【事務局長】
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納得のいく対応を！

豊中市の 「障害」 児保育所入所要件見

直し問題

青木康二【監事、「障害」児・者の生活と進路を考える会】

ともに育ち生き合ってこそ

　次男（1985 年 8 月 14 日生まれ）が

0 歳保育で 1986 年 4 月に野畑保育所

に入所した（8 ヶ月目に）のを思い出

します。夫婦とも仕事をもっていまし

たので「（就労要件なしの）優先入所」

ではありませんでしたが、長男・長女

の二人が公立保育所入所に至るまでは

教職員厚生会委嘱の民間一次預かり保

育所に通わざるを得ず苦労したのを思

い出します。ところが、次男は優先的

に地元の保育所に入所できました。そ

こには一足早く長女が通所していて、

「障害」児保育の取り組みに加えて、

きょうだいとの関係を大事にしようと

する豊中市の配慮を知って、とてもあ

りがたく思えたのを忘れることができ

ません。

　次男は本年 8 月で 35 歳を迎えます。

「障害」者枠ではありますが、近くの

大学の用務員補助員として構内の清掃

活動や自転車の駐輪整理などで汗をか

いています。毎年、同級生と鍋を囲ん

だりで、ひと時を過ごすのを楽しみに

しています。0 歳からの保育所や小中

で培った同級生との関係があったから

こそ、たくましく「おっさん」の生活

をつくっているのです。豊中で生まれ

育ったからこそ、次男の貴重な日々が

あるのだと噛みしめています。

保護者の戸惑いと怒り

　私たち「考える会」は、毎月第 3 木

曜日の午前中に「ひまわり」を中心に

定例会をもっています。40 年以上前

からの取り組みで、親・きょうだい・

教職員・市民が力を合わせて運営・活

動をしてきました。「障害」があっても、

自分たちが暮らす場所で兄弟姉妹や近

所の友だちと一緒に幼稚園・保育所や

小中学校へ通い、地域であたりまえに、

ありのままに暮らし続けることを望む

子どもたちの願いを支え、実現する市

民の会です。

　昨年 10 月の「考える会」例会にて、

参加者から「9 月 27 日付けでこども

園から『令和 3 年度障害児入園にか

かる取り扱いの変更について（お知ら

せ）』というチラシをもらったが、よ

く意味が分からない。同じ園の保護者
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も戸惑っている」との相談を受けまし

た。「お知らせ文」には、変更内容と

して「現在、障害児で特に集団保育が

必要な場合となっているが、令和 3 年

4 月以降、障害児等で特に集団保育が

必要な児童が保育施設を利用する場

合、父母ともに就労等の保育事由が必

要となる」とありました。つまり、こ

の豊中市で 45 年間にわたって「障害」

児を集団保育する場合に必要とされて

こなかった「就労等の要件」がこの「変

更（お知らせ）」通知で義務付けられ

るとする、とんでもない内容でした。

豊中市の保育教育・福祉行政の根幹に

かかわる変更でありながら、事前の保

護者説明会も一切なしで、突然の、そ

れもたった 1 枚のお知らせ文で済まそ

うとする豊中市の姿勢に、定例会参加

者はしばらく開いた口が塞がりません

でした。

豊中市障害児保育基本方針で

は

　1974 年に策定された「豊中市障害

児保育基本方針」の「障害児に対する

基本的態度」には、「児童福祉法 24 条

に規定、すなわち『保育に欠ける乳幼

児を保育する』という範囲にとどまら

ず、措置を必要とするすべての障害児

を望ましい集団環境の中で保育する必

要がある」と記されています。それま

での豊中市における「障害」児保育運

動の積み重ねの中で「『障害』児優先

入所」が打ち出されてきたわけです。

その内容は、「保護者の就労等の要件

を必要としない」、「観察期間を設け障

害児保育の必要性を把握し、加配保育

士を配置し保育する」というものでし

た。豊中市は、多様な集団の中での保

育こそがすべての児童が育ちあうこと

につながるのだと「『障害』児の優先

入所」を全国に先駆けて打ち出してい

たのです。

　「インクルーシブ教育」につながる

豊中市の保育基本を、市は、当事者や

市民の意見を一切聞くことなく「変更」

しようとして来ました。5 年前に内閣

府管轄の「認定こども園」の仕組みが

つくられ、厚労省管轄の保育所と文科

省管轄の幼稚園が合わさった施設がで

きました。この新しい制度ができたこ

とによって、児童は保護者の労働や疾

病、その他の事由や年齢等で1号・2号・

3 号の認定区分に分けられることにな

りました。市は、「障害」児入園を希

望する場合にも、国にあわせて保護者

に就労などの保育事由を必要とする施

策にしたと言います。同時に、「お知

らせ文」では「保護者の方へのお願い」

として、不就労の場合は「初期段階で

の親子通所が重要であるため、児童発

達支援センターにおける、親子通園や

小集団親子教室の利用も検討くださ

い」と、集団保育を受けられなくなる

3 歳未満児に昨年度に開設された「児

童発達支援センター」の活用を誘導す

るかのような案内もしていました。
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豊中市長　長内繁樹様

「2021 年度障害児入園にかかる取り扱い変更について（お知らせ）」について

のお願い

2020.5.7

国際障害者年を機に「障害」者の自立と完全参加をめざす豊中市民会議

代表　井上　康         

事務局長　古田拓也

　豊中市は半世紀近くの間、「ともに育つ保育・教育」をめざして来られまし

た。多くの豊中市民がその姿勢を評価し、保護者・親は安心して子どもを豊

中の保育所・幼稚園・こども園に預けることができておりました。しかし「2021

年度障害児入園にかかる取り扱い変更について（お知らせ）」が出されて以来、

私たちの不安は募るばかりです。

　私たちはこれまで二度にわたって、この件に関しての要望をさせていただ

きました。昨年 12 月には「この変更（お知らせ）を撤回し、当事者参加のも

とに再検討されたい」との要望書を提出し、当該部局とのお話もさせていた

だきました。しかしながらそのお答えは到底私たちの納得のいくものではな

く、豊中市の保育教育および福祉行政の根幹に関わる変更について、市長と

しての責任あるお答えをいただけたとは思えません。

　これまでの経緯を含めて今一度、私たちの疑問と要望をまとめました。豊

中市長の誠意あるお答えをいただきたく、また新型コロナ渦中にある中うや

むやなまま「2021 年度障害児入園にかかる取り扱い変更」を実施されないよう、

強くお願い申し上げます。

市長あて「変更」撤回を求め

る「お願い」の申し入れ書を

提出

　私たちは、豊中市の障害児保育・教

育の根幹が崩されてはならないと、思

いを共有するなかまとともに、昨年

12 月末に当該部局との協議の場をも

ちました。市は「ともに育つ保育・教

育をめざす姿勢に変更はない」「入園

の要件を変えるだけ」「40 年前とはち

がう状況の変化」等との説明に終始さ

れ、参加者の納得が得られるものでは

ありませんでした。そして今回あらた

めて、豊中市の基本姿勢である「市民

主体のまちづくり」を問うためにも、

下記の内容で「お願い」を豊中市長あ

てに申し入れました。
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記

１．なぜ今回の決定で豊中の子どもとその保護者が、これまで通りの隣近所

の子どもたちとのこども園での生活をあきらめなければならないのでしょう

か？納得のいく説明をいただきたいです。

　47 年前の 1973 年 10 月 25 日付朝日新聞は、「豊中市教委は、24 日、これま

で公立幼稚園の『入園取り消し』要項に入っていた、『集団生活に耐えられな

いもの』の項目を来年度から外すことを明らかにした。この日『同市肢体不

自由児親の会』（北地輝明会長、百十二人）が『障害児を公立幼稚園に無条件

で入園させてほしい』など、同市教委に要望したのに応えた。…後略」と報

じています。

　翌年の 1974 年 4 月 9 日、「障害児故に健常児との自由な交流が阻まれてい

ることこそ『保育に欠ける』状態である」ことが認められ、市は就労証明書

を入所条件からはずしました。さらに同年 5 月 23 日、市民生部は「障害児に

ついては希望者の入所を保障する。今年度は欠員が発生次第入所させる」と『障

害』のある子の優先入所を具体的に認めました。その後、豊中市では障害児

保育基本方針に基づいて「ともに育つ保育・教育」が進められてきたわけです。

　ところが市は今年の 3 月議会で、『「障害児保育基本方針」は、保育所入所

要件に保護者の就労に関して言及したものではない』と答弁しました。

　市は就労証明書を入所条件からはずし、1974 年に策定された障害児保育基

本方針に、『障害』のある子を「児童福祉法 24 条の規定（保護者の就労等に

より保育に欠ける）にとどまらず保育する」と明記し、「子どもの立場に立っ

た障害児の保育所受け入れ」を今日まで続けてきました。にもかかわらず今

回の答弁や説明をされていることは、就労要件復活のために過去の事実まで

も捻じ曲げようとしているのではないかと、市の姿勢を疑わざるを得ません。

２．市は議会では議員に答弁していますが、保護者に対しては納得のいく対

応をしていません。園長に丸投げで、その園長も経緯や事情を知らないよう

で保護者の質問に十分に答えきれていません。市当局として、保護者・市民

に対して説明を行う責任があります。事実に即した説明を、市長自らが市民

に行ってください。

３．2015 年 4 月の障害児保育基本方針の改定について、市は「法令改正に伴

う文言整理である」としてパブリックコメントを実施しませんでした。しか

し「児童福祉法 24 条の規定にとどまらず保育する」との文言を削除したこと

により今回の通知が可能になったわけで、改定は市民生活に大きな影響を与
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える内容です。その点から、当然パブリックコメントの対象であり、パブリッ

クコメントの不実施はコンプライアンスの点で大きな問題があります。通知

を撤回（凍結）し、改めてパブリックコメントを実施してください。

４．今回の措置は市の予算確保のためでしょうか？ 

また「待機児童対策」のためであるならば、今回の措置でどれほど「待機児

童問題」が改善されるのでしょうか？　具体的におしめしください。他の対

策のため、豊中市が何より大切にしてきた、「障害者が共に生きる社会」の理

念を後退させないでください。『障害』のある子が地域の保育所に通うことの

意義（共生と包摂）を再度問い直して下さい。

５．豊中の「ともに育つ保育・教育」は療育施設に通う保護者からの、「自分

の子どもはなぜ地域の保育所に行けないのですか？」という問いかけから始

まりました。児童発達支援センターが「集団生活の土台作り」であるならば、

希望する子どもについては地域のこども園との並行通園を保障するのが当然

ではないでしょうか？　本当の理由を教えてください。

６．市は今回の措置により、2014 年に日本も批准した障害者権利条約で明確

に示された、「医療モデル」から「社会モデル」への転換に逆行しようとして

います。世界的な流れは、これまで豊中市が推し進めてきた、『障害』の軽減

克服ではなく社会環境や周りの市民の考えを変えることによって誰もが生き

やすい社会に作りかえる「社会モデル」の考え方に移行しています。世界的

な潮流が、豊中の方向に追いついてきたということです。にもかかわらず、

当の豊中市が旧来の「医療モデル」に戻ろうとする理由をお聞かせください。

具体的に 2019 年 12 月議会で、議員からの「0 ～ 2 歳障害児の集団保育がなく

なり、児童発達支援センターへの誘導のみにつながるのではないか」との質

問に、市は「多様化する子どもの発達特性に専門的な見地から見立てを行い、

子ども療育相談や小集団親子教室など一人一人の発達、成長に応じた支援に

より、児童の発達を促し集団生活への土台づくりを行っている。」と答弁して

います。

　市の答弁は『障害』のみに焦点を当て、『障害』の軽減・克服を「集団生活

の土台作り」としています。これは『障害』のある人を『障害』の無い人に

近づけることで問題を解決しようとする「医療モデル」の考えに通ずるもの

であり、このような考え方は結局のところ『障害者』の存在をも否定するこ

とになり、「津久井やまゆり園」事件とも通底するものです。さらには豊中市
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の進めてきた、『障害』を持つ人を『健常者』に近づけることを目指すのでは

なく、社会のありようを問いなおし、市民が共働して誰もが住みやすい豊中

を作り上げようとする考え方にも反するものです。

７．今回の措置について、現場の園長・保育士さんたちはどのようにお考え

なのでしょうか？私たちはぜひとも現場の皆さんの声を聞きたいのです。現

場の皆さんも今回の措置は妥当なもの、現場の実態に即したものだというご

意見なのでしょうか？

　議会での答弁は、就労要件復活のために書かれたものに過ぎないと感じら

れてなりません。私たちは、日々子どもたちと接して豊中の「ともに育つ保育・

教育」を進めてこられた現場の皆さんの本当のお考えを知りたいです。

　私たちはこれを機に、現場の皆さんとの正直な話しあいをしたいと願って

います。ぜひともその機会を市の責任で持ってください。

　以上、市長の誠意あるお答えを衷心より期待しております。

　新型コロナウイルスの危機がまだまだ続くと予想されます。コロナ危機に

対する対応に追われる中ではありますが、早急に私たちとの話し合いをもっ

ていただきますようお願い申し上げます。

連絡先：国際障害者年を機に「障害」者の自立と完全参加をめざす豊中市民

会議事務局　

豊中市本町 1-13-34（チェリオビル 3 階）TEL：06-6846-7781 CQT01523@

nifty.com

多くの元保育所職員も「意見

書」を申し入れ

　元保育所の先生方も立ち上がられま

した。「ともに育つ保育・教育は、0

歳児から始まるべき！分け隔てること

で、障害のない子にとってもともに育

つ権利を奪われることになります！」

「私たちは、地域でともに生きていく

ためのともに育ち合う保育と自負し、

現実に 20 歳になっても繋がり続ける

子どもたちの姿があります！」「仕事

をもっていない場合、『午後からの保

育・教育を希望するなら仕事をもった

らいいんですよ』というような駆け引

きをするような言い方は不適当だと思

います。（略）仕事を持つ持たないを

事由にする社会ではないのではと思い

ます。これからの社会を担っていくこ

どもたちなんですから。こどもたちの

ことを一人の人間として当たり前に尊

敬してほしいです。一人の人間として

尊敬するならこのような変更は考え直

すべきではないかと思います」「児童
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年 6 月 11 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊中市　こども未来部長様

　　　　　　　　　　　　　　　　元豊中市立こども園（保育所）職員有志

豊中市の「障害児の入園にかかる取り扱い変更」について

再検討をお願いします（意見）

　新型コロナ禍対応などにご奮闘のことに敬意を表します。

　さて、豊中市では、1974 年から今日まで、①障害児と地域の友達が共に育

つことを大切にする目的で、障害児を専用の訓練・療育施設に限ることなく、

こども園（保育所・幼稚園）で受け入れてきました。②更には障害児の入所

にあたっては、こどもの立場に立ち、保護者に就労等の要件（児童福祉法 24 条）

を求めてきませんでした。これは、様々な困難に囲まれた中での障害児の保

護者の子育てを支援する目的もありました。

　そのような考え方は、障害児保育基本方針と実施要綱に明記され、私たちは、

全国に先駆けて始められたことに誇りを感じ、現場での実践に従事してまい

りました。

　ところが豊中市は昨年 9 月、突然保護者宛に 2021 年度から上記②の条件を

変更し、保護者に就労等の要件を求めると通知しました。 

　これでは、様々な事情で保護者が不就労の場合、3 歳児以上はこども園に入

園できますが保育・教育時間は短くなり、こども同士のふれあい時間が減少

します。3 才児未満の子どもはこども園に入園できず、こどもと保護者の地域

とのつながりの場が失われます。 

　私たちは、現場での実践から、子どもたちが共に育ちあう姿を感動をもっ

て見てきました。そのような経験から、今回の「変更」は豊中市がめざして

きた、共に生きる保育・教育の考え方にそぐわないものと考えます。

　保護者・こどもが希望すれば、今まで通り、地域のこども園と訓練施設と

発達支援センターの情報も勿論伝えた

らいいのですが、誰もが選択権をもつ

べきで誰かがここに行ったほうがいい

ですというべきではないと思います。

また、今までもできていたようにこど

もが望むなら地域のこども園との並行

通園を保障していくのは当然ではない

でしょうか」などとの憤りを集約され、

60 名以上の連名にて豊中市への意見

書を提出されました。その前段には、

すべてのこども園に対して「（国障年）

市長あて申し入れ書」「市あて意見書」、

後述する保護者作成「チラシ」を送付

されていました。
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の並行通園を保障すべきと考えます。

　今回の変更については、市民の意見を聞くパブリックコメントも実施され

ていません。

　豊中市が来年度からの今回の変更の実施を見送り、再検討されることを心

よりお願いします。

元豊中市立こども園（保育所）職員有志　　　　＊五十音順で掲載

保護者有志のチラシ

　そして、保護者の方々も立ち上がら

れました。「子どもたちを見てこられ

た先生方がこのような声をあげてくだ

さることに感謝いたします。私たち保

護者が声をあげると、子育てが大変だ

ということを主張しているようで、辛

く感じることもあります。理解を示

してくださる方がいることがとても心

強いです」「6 月末まで家庭保育する

には限界に近いです。もちろん、感染

しないことが第一なのはわかってます

が。こんなときも声をあげやすい環境

になればと思います」 コロナとの関係

で身動きがなかなか取れなくて、不安

と憤りでステイホーム状態での厳しい

思いをされたようですが、6 月半ば過

ぎから「こども園」登園保護者に対し

てチラシ配布行動を考えておられま

す。もちろん、私たち考える会も行動

をともにする予定です。次頁は、保護

者有志手づくりの配布チラシの内容で

す。

  このチラシは、すべてのこども園入

口前で朝夕の時間帯に駆け付けられる

保護者の方々に手配りさせていただき

ました。

　「コロナ」対応で市行政も大変な難

題を抱えておられることは、私どもも

充分に理解できるところです。だから

と言って、うやむやのまま見切り発車

につながってはなりません。今回の「変

更」については、豊中市の保育・教育、

福祉行政の根幹にかかわる内容です。

働きたくても働けない、そんな厳しい

環境にある親に、選択権もなしに、我

が子を「児童発達支援センターに行け」

と強要するかのような「変更」は断じ

て受け入れることはできません。

　わが息子も保育所入所前の生後 6 ヶ

月目から新大阪の「高井俊夫さん主宰

の子供の城」に通っていました。そこ

は、ダウン症児の超早期療育指導を行

うクリニックで、四国や東海地方から

も飛行機で通院している親もいると聞

いていました。いただいた『高井俊夫

著 ダウン症児 超早期療育の実際』を

開くと、『障害児の半減運動』、『もっ

と素質のよい子が生まれます・・』な

どの記述が並んでいました。妻は、そ

の都度の記録を丁寧に記録していまし

た。16 回 10 か月通って、最後の通院

のページは、担当者の記録（「立位で

遊ばして」「膝からの立ち上がり」「目

的物の中に物を入れる」と動きの図示）

のみで、それに応える妻の記録は一言

もありませんでした。モルモット扱い
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きますのでよろしく」と記していまし

た。

　先生からは「ホールでの誕生会、始

まるまでの間、なおちゃんが（姉）『た

けしは？』と遊びに来てくれて、ご機

嫌さんでした。うたの途中でパチパチ

をちゃんと上手にしていました。劇で

は、いろいろ（ゴジラ・ウルトラマン

など）登場があったので、保母のヒザ

でジーッと見ていました。途中ウトウ

ト・・・しかし、保母のヒザから降り

て遊んでいるなと思うと、冷たい床で

ベトーと寝転んでいました」とありま

した。人として、その子をどう見るの

のような発達支援にもう我慢ができな

かったことを思い出します。その日が

最後となりました。

　その最後の「子供の城」は、保育所

での生活を終えた後に通院していま

す。保育所の先生方は、「ひよこぐみ 

せいかつ きろく」を毎日作成してい

ただいていました。その日の記録に妻

は「耳鼻科に行きました。また新しい

『おでき』が出ていて切りました。ほ

とんど泣くこともなく診察が終わりま

した。今日は、3 ～４か月ぶりに「子

供の城」へちょっと顔をのぞかせてみ

ようと思います。3 時前後に迎えに行
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　WHO（世界保健機関）によると 7 月 5 日現在で全世界で新型コロナウイルスの

感染確認者は、216 の国と地域で 11､125､245 人、死亡者は 528､204 人に

のぼっています。新型コロナウイルス感染予防対策は、人の移動と接触を制限する

というこれまでに私たちが経験したことのない事態をもたらしました。

　日本でも突然の学校休校で、子どもは意見も聞かれずに学ぶ権利を奪われ、多く

の女性が仕事を休んで家事育児をする姿が日常となりました。補償のない休業要請

による経済的困窮。リモートワークが可能なのは一部の職場だけ。医療現場でマ

スクや防護服など基本的な物資が不足など。あらゆる面で社会の脆弱性が明らか

になりました。さらに、SNS の急激な普及により、情報伝達力が 2002 年以降の

SARS 流行時の 68 倍に拡大という分析もありますが、感染に対する攻撃や中傷な

ど差別的な意識が露わになりました。

　新型コロナと人権をめぐる動きについて、今後の検討素材として、時系列で作成

しました（新聞記事、ネットニュース、公的機関や市民組織による発表をもとにしています。

出典を記入したものは、当該メディアの調査、独自の見解が見られるものです）

1 月
【19/12/31 中国・武漢で原因不明の肺

炎の発症が報告】

1/9 中国国営メディアが新型コロナ

の検出を初めて伝える
1/23 武漢市、市外への移動制限
中国政府は 22日、新型肺炎の「ヒト
ヒト感染が認められる」「ウイルスは

メディアを読む

新型コロナウィルスと人権をめぐる動き

西村　寿子【理事】

か、「医療モデル」なのか、「社会モデル」

なのか、その違いをはっきりと 35 年

前の豊中市が示していたのだと思いま

す。1974 年に策定された「豊中市障

害児保育基本方針」のもとに実践され

た、35 年前のこの記録が、だからこそ、

「全国に先駆けての・・」と現場で格

闘された元保育所の先生方が自負され

る所以であり、豊中市の誇りだと思う

のです。

  だからこそ、保護者・市民・当事者

を中心とした「ナンで？」の声を市当

局に集中させ、豊中市の基本姿勢を正

しながら、何としても「変更」の撤回

を勝ち取りたいと思っています。多く

の市民のみなさまのご支援をよろしく

お願いしたいと思います。
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変異する可能性があり、さらに拡散す
るリスクがある」と見解を示す。
1/30 WHO「国際的に懸念される公
衆衛生上の緊急事態」

2 月
2/3 ダイヤモンドプリンセス号から
感染確認。横浜港で検疫
2/6 ダイヤモンドプリンセス号で集
団感染確認
2/7 マスク・手袋不足深刻と警告

（WHO）
マスク手袋などの個人防具用品の不足
にWHOが警鐘を鳴らした。需要が通
常時の 100 倍。価格は 20 倍になっ
ている。
2/13 新型肺炎国内初の死者、和歌山
では医師が感染
2/17 新型肺炎、政府の専門家会議が
医療機関の受診目安を発表
2/27 全国の学校に臨時休校を要請
政府は、25日に感染症予防の基本方
針を決定したが、翌 26 日、「今後２
週間の大規模イベントの自粛」を要請。
さらに首相は、27 日に突然、３月２
日から全国一斉に学校の臨時休校を要
請し混乱を招いた。

3 月
3/5 「休校に伴う助成金、風俗業は対
象外」に批判
厚労省は、子どもの世話で仕事を休ん
だ保護者向けの助成金を新設したが、
接待飲食業・風俗業などで働く人は対
象外になっていた。「職業差別」「命の
選別」と批判され、一転、対象に含ま
れることになった。

3/6 さいたま市感染防止のマスク配
布から埼玉朝鮮幼稚園を除外
さいたま市は市内にあった 24万枚の
アスクを子ども関連施設に合計 18万
枚配布を決定したが、埼玉朝鮮幼稚園
が除外されていた。その後、１３日に
撤回したが理由は明らかにされていな
い。
3/11 WHO 「制御可能なパンデミッ
ク（世界的な大流行）」
3/13 新型コロナの感染拡大で改正特
措法成立
法の枠組みとして指定公共機関（独立
行政法人、日本銀行、NHK など）に
政府対策本部長は緊急事態には、必要
な指示ができるとされている。国会答
弁の中で民放について「できない」と
する法的可否に言及せず (3/14 朝日
新聞）。
3/15 欧州が中心地に（WHO)
WHOは会見で、イタリアを中心に感
染が拡大する欧州が世界の流行の「中
心地」になったと位置付ける。
3/16 WHO テドロス事務局長は、感
染症の疑いのある患者全員を検査する
よう各国に呼びかけた。また、中国を
除く世界の感染者数と死者数は中国を
上回ったと明らかにした。（AFP）
3/24 文科省、感染拡大を受けた全国
の小中高生などの「一斉休校」を巡り、
4 月の学校再開に向けた指針を発表。
再開や再休校を判断する際の具体的な
目安はなく、事実上の自治体任せ。
3/25 東京都知事外出自粛を要請。
3/26 首都一円「移動自粛」、５都府
県知事が共同で要請
3/30 NPO 法人全国シェルターネッ
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ト要望書提出
DV 相談を閉じないでほしい。給付金
は世帯単位ではなく個人単位に。在宅
ワークでモラハラ等増えている。
3/30 五輪、来年 7 月 23 日開幕決定
国、東京都、大会組織委員会、IOC は、
日程について合意した。
3/31 京都産業大学でクラスター発生
13 人の感染確認に対し、その後、数
百もの大学への抗議、バイトの拒否な
ど学生や大学職員への攻撃的で不当な
扱いがあったと報道。
3/31 全体主義的監視か市民の権利か
　コロナ後の世界へ警告
歴史哲学者のユヴァル・ノア・ハラリ
氏「今回の危機で、私たちは特に重要
な２つの選択に直面している。一つは
「全体主義的な監視」と「市民の権限
強化」のどちらを選ぶのか。もう一つ
は「国家主義的な孤立と」と「世界の
結束」のいずれを選ぶのか、だ。（日
経 3/31)

4 月
4/7  初の緊急事態宣言（東京、神奈川、
千葉、大阪、兵庫、福岡、5 月 6 日まで）
＊首相の緊急事態宣言を地上波各局は
予定していた番組を一斉に変更し、生
放送の特番で記者会見を中継。NHK
は新型コロナ特措法にもとづく「指定
公共機関」とされ、緊急事態下では首
相や知事が指定公共機関と「総合調整」
し「指示」することも可能になる。国
際 NGO 国境なき記者団は、NHK を
指定公共機関から除外するよう首相に
求めた。（4/10 朝日）
4/7 入管収容者の解放と仮放免者の

期間延長を求める声明
全国難民弁護団など３団体が新型コロ
ナウイルスの集団感染の防止を図るた
め共同声明を発表（ヒューライツ大阪
HP）
4/8 NY 人種により「感染格差」
ニューヨーク市は , 新型コロナによる
人種・民族別の死者数を初めて発表。
860 万人都市のニューヨークでは８
日までに約 8万人の感染確認、4260
人が死亡。人口 10万人あたりの死者
数では、ヒスパニックと黒人（アフリ
カ系）が、白人とアジア系よりも２倍
多くなっている。
4/9 日本救急医学会と日本臨床救急
医学会が声明
COVID-19 に関わる救急医療の現状
と課題として、陽性の急増によって救
急搬送困難が生じており、検査不足に
よって受け入れ後に感染が確認される
事例も増え、一方でマスクやガウンの
不足が生じ救急崩壊を加速しかねない
4/15 G7 ジェンダー平等評議会が声
明「並外れた時は並外れた連帯が必要」
( 反差別国際運動 HP)
4/16 政府、5/6 まで緊急事態宣言の
対象を全都道府県に拡大
その前段で、「減収世帯への 30 万円
給付」が「国民一人 10万円」の給付
に変更。補正予算案を組み替えること
を決定。
4/17 政府が DV 増加を懸念し２４時
間対応の相談窓口開設を発表
4/20 「国民一人 10 万円」の給付に
関し世帯主を受給権者に
総務省が「特定定額給付金（仮称）事
業の実施について」（都道府県知事宛）
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で給付対象者は住民基本台帳に記録さ
れ、受給権者を世帯主とする。(ただし、
4/22 男女共同参画局通達は、DV に
よって配偶者から避難している人も受
給できるとしている。また、4/21 厚
労省は生活保護受給者の収入に算定し
ないと発表）。受給権者を世帯主とす
ることに対して批判の声が上がる。
4/21 アベノマスク異物混入
妊婦用に配った 50万枚のうち 17日
現在で異物混入などの報告が1901件
あった。投じられた予算は約 466 億
円。
4/21 情報格差深刻（ユネスコ）
新型コロナの影響で学校休校措置が世
界的に広がっている（191 カ国、約
15億人）しかし、生徒の半数はパソ
コンがなく、43％はインターネット

に接続できないと発表。サハラ砂漠以
南のアフリカ諸国では、生徒の 89％
にパソコンがなく 82％がネットに接
続できない。
4/23 保健所　パンク寸前
1993 年度には全国で 848 カ所あっ
た保健所が、20年度は 469カ所に行
政改革によって減少し、対応に追われ
パンク状態（4/23 朝日）
4/24 「コロナ検査機能不全　結果ま
で１週間も」
検査の機能不全を背景にした陽性判明
の遅れは重症リスクを高める。（4/24
日経 )
4/23 看護師感染後も勤務強いられる

（大阪市なみはや病院）
4 月 20 日に感染確認された看護師に
21日朝まで勤務をさせていた。同病
院では 120 人の院内感染が確認。大

阪市保健所は、22日医療法に基づき
立入検査。
4/25  アジア系差別NY市申し立て２１倍
NY 市人権委員会によると２月１日か
ら 4月 16 日までに 248 件の申し立
てがあり、約 4割の 105 件がアジア
系市民に対する内容。前年同期は5件
で 21 倍になった。結果を受けて NY
市はアジア系市民への差別を専門に扱
う対策チームの設置を決めた。差別が
拡大する傾向は、全米に広がっている。
（4/25 朝日）
4/27 派遣・契約社員「やむなく出社」
各地の労働局に 16日までに「出社を
見合わせたいのに職場が認めてくれな
い」などの相談が4千件近くに達した。
企業規模や業種、雇用契約によってテ
レワークの導入には差がある。（4/27
朝日）
4/29 衆議院予算委員会、首相は緊急
事態宣言延長、9 月入学検討を表明
＊ 9月入学は、5月末に撤回　
4/30 世界で 13 億人の子どもが登校
できず（ユネスコ）
ユネスコは、新型コロナ対策で休校
は 186 ヶ国・地域で続き全世界の
７２％、約 13億人が登校できていな
いとして、学校再開の基準について声
明。

5 月
5/3 苦境の被害者は女性　アントニ
オ・グテレス国連事務総長
「長期的に見るとこの流行による女性
の健康、権利及び自由への影響が人類
全体に害を及ぼす可能性がある」（5/3
日経への寄稿）
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5/5 自粛緩和へ大阪府、３つの数値
基準公表
大阪府は自粛要請の緩和基準を公表。
①新規陽性者における感染経路不明
者：10 人未満②陽性率：7％未満③
重症病床の使用率：60%未満。この
3項目を 7日連続で達成すれば段階的
に自粛を解除するとの考え方。科学的
根拠には批判もある。
5/6 学費減免国立大 5 校のみ
日経新聞の調べでは、新型コロナの影
響あるバイト先を失うなどした学生に
対する支援として学費減免措置などを
決めたのは国立大学 5校のみ。学生
団体「高等教育無償化プロジェクト
FREE」が 4月に大学生ら 1200 人を
対象にした調査では経済的に困窮し退
学を検討していると答えた学生は全体
の 20.3%に達した。（5/6 日経）
5/8 国連グテレス事務総長、コロナ
でヘイトスピーチ増加へ警告
「津波のような憎悪や外国人嫌悪を引
き起こしている」と各国の指導者、教
育機関、SNS運営会社へヘイトスピー
チ撲滅に向け取り組みを呼びかけた。
5/9 ひとり親家庭　コロナで深まる
困窮
母子家庭はもともと経済的に困窮し
ている。2018 年調査によると可処
分所得が全体の中央値の半分に満た
ない人の割合を示す「相対的貧困率」
は、母子家庭で 51.4%、父子家庭で
22.9%、二人親家庭で 5.9% となっ
ている（労働政策研究・研修機構）。
NPO法人しんぐるまざあず・ふぉー
らむのアンケート調査（4/2 〜 4/5）
によると、収入減があると答えた人は

54.4%。そのうち「なくなる」が 5.3%
だった。一方で、子ども食堂の多くは
休止を余儀なくされている。（5/9 日
経）
5/11 視・聴覚障害者７割が「生活不便」
４月末に一般社団法人「ダイアローグ・
ジャパン・ソサエティ」がウエッブ上
でアンケート調査。７割が生活に不便、
５割がコミュニケーションに不安心配
を感じる。4割に情報取得が不便と感
じるなど、課題を示した。（5/11日経）
5/11 第４回厚労省・LINE 調査
「収入・雇用に不安」が３割。職業別
ではタクシー運転手、理容・美容・エ
ステ、宿泊業・レジャー、飲食業でそ
の割合が 6割を超えている。
5/13 児童虐待 1 〜 2 割増　1 〜 3 月期
厚労省が児童相談書で虐待として対応
した件数が前年同月期にくらべて1〜
2割増加していることがわかった。
5/13 山梨県女性にネットで中傷
東京都内で働く女性が連休中に帰省
し、帰省中に PCR 検査で陽性が確認
されたのちに公共交通で帰京したこと
を山梨県が公表したところ、女性や
勤務先に対する中傷が激化した。勤
務先は損害賠償請求も検討している。
（5/13 朝日）　
5/18  困窮学生へ最大 20 万円（文科
省「学びの継続」のための「学生支援
緊急給付金制度）、留学生に成績条項
は国籍差別と批判
文科省によると大学生・大学院生、短
大生、高等専門学校、日本語学校、約
370 万人のうち約 43 万人を予定し、
対象を限定している。4月下旬全国大
学生活協同組合連合会のアンケートで



じんけん　ぶんか　まちづくり第 68 号

18

はバイト収入が減少する見通しの大学
生は 4割、大学院生で５割だった。
　なお、この制度に対して、5/25 移
住者と連帯する全国ネットワークなど
５団体が「すべての困窮学生に支援を
求めます」声明を発表。留学生の場合、
成績が上位3割以内とするのは国籍差
別。朝鮮大学校や一条校以外の学生も
対象にすべきという声明を出した。
5/21 差別や偏見なくす報道を
新聞協会と民間放送連盟は感染者や医
療従事者、エッセンシャルワーカーら
への差別や偏見を防ぐための報道を心
がけるとの声明を発表。
5/25 9 月入学、段階的移行なら「待
機児童 47 万人」試算
刈谷剛彦オッツクスフォード大学教授
らの調査チームが、政府が検討中の段
階的移行の場合、21 年〜 23 年にか
けて合計で 47万人の待機児童が出る
という試算を発表した。
5/25 緊急事態を全面解除
政府は、4月 7日に発令した緊急事態
宣言を 1ヶ月半ぶりに全面解除した。
25日に解除したのは、北海道、東京、
千葉、埼玉、神奈川。国内での感染確
認者は、16,415 人（クルーズ船 721
人）、死者 852人（13人）。
5/27 ILO 新型コロナの雇用・労働へ
の影響をまとめる（4-6 月推計）
昨年と比較して今年の 4〜 6月期に
３億 500 万人分の、世界の労働時間
全体の 10.7%が減ると推計した。同
時期に 18 〜 29 歳で 17.1% が働く
のをやめ、働き続ける人も 23%の労
働時間を失うと推計した。また、公衆
衛生の対策で「検査と隔離」を徹底し

ている国ほど労働時間の喪失が少ない
としている。
5/29 貧困の子ども 8600 万人増の
危険性（ユニセフ）
ユニセフとセーブ・ザ・チルドレンは、
パンデミックによる世界的な経済危
機の影響で、貧困化の子どもが年内で
最大 8600 万人が増加し、6億 7200
万人に達するする可能性を指摘し国際
社会への連携を訴えた。
5/29 休業者最多の 600 万人
4 月の労働力調査（総務省）によると、
ここ 1年くらいは 200 万人だった休
業者が 597 万人を記録した。休業は
失業ではなく仕事を休んでいる人をさ
すが、今後、失業増に転化する可能性
もある。
5/30 専門家会議の議事録「不存在」
医薬業界専門紙「リスファクス」が
28日、専門家会議の議事録開示請求
に対して、内閣官房が「不存在」と
して不開示決定したと報じた。（5/30
朝日）

ブックトークの案内

9 月 16 日（水）

10 時～ 11 時 30 分

人権平和センター豊中　2階参考室

毎月第 3水曜日に

実施しています。

申込不要です。お

気軽にご参加くだ

さい。
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気づきと学びの場

豊中市人権教育推進委員協議会50周年

植松　英子【評議員】

人権協との出会い

　今年度、豊中市人権教育推進委員協

議会は創立 50 周年を迎えます。私が

初めて「豊中市人権教育推進委員協議

会」( 以下 人権協 ) に関わったのは

13 年前になります。子どもが通う小

学校の PTA 役員が当たってしまって、

その関係で人権協の地区代表委員にな

りました。予想外のことで当時の校長

先生に「人権協って何ですか」「参与っ

てどなたですか」とお聞きしました。

校長先生は「参与は私です。全校長が

委嘱されています」「人権について学

ぶところで、私たちの生活全てが人権

と関わっています」「人権の勉強、面

白いですよ。私と一緒にしましょう」

と言われたのです。面白い？先生が

困った時は助けてくれる、一緒にしま

しょう、という言葉が今でも忘れられ

ない言葉になりました。そうして人権

研修講座に参加してみたら、知らない

ことがいっぱいあって、知らないうち

に人を傷つけていることがあることを

学びました。当時の私は子どもの世話

に毎日忙しく、「人権」について立ち

止まって考えることなどなかったので

す。人間関係や社会には人権尊重が大

切で、常に意識していないと薄れしま

う、ということに気づかせてもらった

のです。今は差別や偏見は学ばないと

気づかない、見ようとしないと見えな

いものと念頭におき研修講座を大切に

しています。

　また、人権協をきっかけに、まちづ

くり協会で人権文化まちづくり講座や

自主事業のブックトークにも参加する

ようになりました。様々な立場の方の

考えや社会を見る視点、問題点を聴く

ことができて、大変勉強になっていま

す。今は評議員さんや理事さんと共に

部落問題についての自主ゼミナールを

行ったり、学びを深める場として積極

的に活用させてもらっています。この

年になって改めて学びの大切さと面白

さを感じています。
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豊中市人権教育推進委員協議

会の概要

　1969 年 ( 昭和 44 年 )10 月、和歌山

県田辺市役所に豊中市の市民からの手

紙が寄せられました。その手紙は露骨

な部落差別の身元調査の依頼でした。

田辺市は豊中市に調査を申し入れ、事

実確認の結果、明治末年生まれの女性

が娘の結婚について相手の身元調査を

したもので「人種、新平民、部落」と

いう差別観念が固定していることがわ

かりました。折しもこの年は同和対策

事業特別措置法の初年度であり、豊中

市の人権啓発活動を本格的に推進させ

るきっかけともなりました。故高畠光

明さんは「私たちの豊中市を一日も早

く差別のない明るい町にしなければな

らない」と決意し、そのためには市民

一人ひとりに人権教育を徹底させる必

要があると考えました。故高畠光明さ

んのこの提唱は豊中市や豊中市教育委

員会の協賛を得ることとなり、各地域

や団体への呼びかけが重ねられ、賛同

者の輪は次第に広まっていきました。

　1970 年 ( 昭和 45 年 )4 月、41 名に

よって豊中市人権教育推進委員協議会

(以下 人権協)が結成されました。「身

元調査お断り運動」や「人権擁護都市

宣言を求める運動」「人権条例を求め

る運動」では中心的な役割を担いまし

た。現在では委員数約 4000 名となり、

人権教育をすすめる市民組織としての

大きな役割を果たしています。人権協

の特徴は全ての委員が一人の市民とし

て個人の資格で参加し、各小中学校区、

市内公私立高校を単位に委員会をつく

り、全校長に参与を委嘱し、研修を中

心とした人権教育活動を自主的に行っ

ていることです。

　人権協の活動方針には委員として生

活の中にある差別と偏見に「気づき」

とあり、学ぶことの大切さを掲げてい

ます。通常は 5 月総会、11 月「市民

の集い」、12 月人権デー駅頭啓発活動

と研修・機関紙・広報の各部会活動を

軸に、69 の地区委員会 ( 小学校 41、

中学校 18、高校 11) が地域での実践

活動を進めています。

※ 2020 年度は創立 50 周年記念の
年であり、当初の予定通りならば、
11 月 5 日 ( 木 ) に、豊中市文化芸
術センターで「50周年市民の集い」
が行われます。　　　　　
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歴史を振り返る

「緊急事態」を機に子ども支援の今後

を考える　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　誠子【理事】
　新型コロナウイルスの感染拡大は、

1 月に始まり、5 か月余りを経過して

も、安心の状況には至らない。抗体

検査等の体制の充実に合わせ、ワクチ

ンや治療薬の開発が大きく進まない限

り、国際的つながりの中で生存する

私たちにとって安心という日はまだ実

現しない。今回の感染拡大の長期化の

中で、感染した子どもはそう多くはな

かった。

　しかし、緊急事態の中で居場所を失

い食べることがままならない・壊れて

いった家族関係の中で安らぐ場所や時

間を失っていった子どもたちの姿は身

近に浮彫になった。

　

　この 4 月から、豊中と螢池の二つの

人権まちづくりセンターが人権平和セ

ンターに組織変更し、一般財団法人と

よなか人権文化まちづくり協会は、①

相談及び人権・平和啓発事業②こど

もの学び・居場所事業③こども多世代

ふれあい事業の三事業を受託し、2020

年度出発のはずであった。特に子ども

支援の事業は、協会としての事業展開

は初めてのことであり、新たに多様な

経験者を迎えてのスタートとなるはず

であったが緊急事態宣言の中で、大幅

に遅れることとなりました。

　これまで基本的には児童館という位

置づけで地区の子どもを含む広域の子

どもたちを対象に、センターでの子ど

も支援事業が市の直営で実施されてき

ました。

　1955 年の豊中市立児童館の開館以

来、行政や地区の関係者、教育関係者、

関係諸機関など多方面の方々の努力に

よって紆余曲折ありながら継続実施さ

れてきたと承知しています。それだけ

に今後の事業への期待も多様で、苦難

のみちも予想されます。

　今回の子ども支援事業（子どもの学

び・見守り・寄り添いの場づくり事業

をさす）受託の決定をきっかけに、私

は「豊中市同促創立 30 周年記念誌 人

間の血は涸れず」（1984 年発行）を再

び開き、先人の努力の足跡をたどり、

当時の関係者にお話を聞く機会となり

ました。また、児童館の根拠法である

児童福祉法、そのガイドラインにも目

を向けることができました。さらに今

では当たり前になっている全小学校に

設置されている豊中市の放課後こども

クラブ（法は放課後児童クラブ）の存
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在の大きさにも改めて目を向けること

となりました。

　放課後児童クラブの制度は、1966

年に豊中市教育委員会が担当し、共働

き家庭等の最低限の子どもの安全を確

保する「留守家庭児童会」としてス

タートしました。私は、新卒で学校に

就任したばかりで、大阪も豊中も教育

もわからない中、担任をしながら校務

分掌の一つとして担当しました。その

後 1989 年退職するまで少なからずこ

の充実には教員として、組合員として、

時に保護者としてなどかかわってきま

した。

　

　この半世紀以上もの間に家庭や社会

環境の変遷もあり、子どもを守る施策

も多様にもなり、大きく発展もし、子

どもの人権への関心も高まってきてい

る中で、さらに新たな課題や要求も生

まれています。半世紀も前の時代を懐

かしく、また苦く思い出しながら、こ

れまでの児童館的機能の存続を強く願

われる方々や事業を担う協会関係者、

市域教育関係者、市の子ども施策推進

の関係者と共に今後の子ども支援事業

を考えていくに当たり、これも私自身

のよりどころを見出したいとの思いで

綴り始めました。

１．豊中の児童館

　1955 年、地区の子どもを重点にし

ながらも広く豊中市内の子どもを対象

にしてブロック建ての児童館が建設さ

れ、2 年後には保育棟が建設され、就

労証明の取れない仕事や内職などする

家庭の子どもの午前中の保育が 10 年

間実施されてきました。この事業はや

がて解放会館建設時の保育所の設置と

なり継承発展してきました。

　児童館は広域的役割も担い、市内全

域の子ども会の指導者育成講座なども

積極的に進められ、市内の各地域で子

ども会が誕生し活発な活動につながっ

たという歴史もあります。

　一方周辺地域の小中学生を対象にし

た事業では、児童館は轟木公園の中に

あり、屋内・屋外の遊びを通じて子ど

もを育て、居場所を確保し、子どもの

生活の安心安全を確保するということ

を軸に進められてきました。

　30 年記念誌によると、広域対象と

はいえ、建設費の半分は同和対策事

業費という国庫補助で建てられた経過

もあり、事業の視点を地区の子どもに

据えるため、運営委員として参加した

地区代表者たちの努力で児童館が特色

づけられました。1956 年の児童館資

料には豊中の児童館の特性として以下

の記述がみられます。「児童館は同和

地区に隣接している一方、轟木公園を

はさんで、高級サラリーマン市街地に

接し、貧困な土着市民家屋地帯と裕福

な移住者居住地帯との間に存在してい

る。・・・部落解放が強く叫ばれてい

る今日、このような地域に存在する児

童館は同和教育のセンターとしてこ

れらの推進に献身しなければならな

い。・・・・非行・長欠等の問題をか

かえる子どもたちの指導には、単に子

どもの表面上に見られる現象のみを取

り上げて云々するばかりではなく、子
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どもを育てた家庭環境・社会環境を十

分考慮に入れた上で、適切な指導がな

されなければならない」（30 周年記念

誌 P156）

　当時は、クラブ活動という名の指導

で小学校低学年、中学年、高学年、中

学生というグループでの学習くらぶ、

図工くらぶ、音楽くらぶ、そろばんく

らぶ、理科くらぶ、土曜くらぶ、体育

くらぶなどが曜日や時間帯を決め学習

支援と体育的活動、芸術・表現活動な

どに参加するしくみであり、当時指導

に当たったのは、克明小学校や五中な

ど 5校ほどの教員たちでした。（P161）

　その後、地区児童にもっと積極的に

働きかけることをめざし、参加する子

どもたちの保護者に声をかけ「市立

児童館とどろき会」を組織し、家庭と

児童館の連携を図ろうと試みられまし

たが大きな成果を得るには至らなかっ

たようです。一方、村の青年たちによ

る地区の子ども会活動指導は、「仕事

を持つ青年達には負担が重く、児童館

ができてからは、地区の子どもたちを

青年たちが育てるという自主的な活

動のエネルギーをそぐことになった」

（P163）という記述があり、複雑な気

持ちになりました。

　その後、地区の人たちの就労保障施

策により市の職員となった地区の青年

たちが児童館職員を担当し公務員の

仕事と運動体としての仕事の二つの立

場の異なる任務を同一人が担う結果と

なった時期もありました。

　このあたりから、事業体が担うこと

と運動体が担うこととが外から見ると

わかりにくくなっていったように思い

ます。いや、私はそうなのでした。ど

ちらも当時必要不可欠なものでした

が、位置づけが明確であることは困難

にぶつかったときの議論を進めやすく

し、納得できる着地点を見出せるよう

に思います。

　1973 年解放会館が建設される前後

から、児童館での支援は克明小学校

や五中の同和加配教員が中心になった

り、全教員が交代で担当するなど学習

支援は教員中心に行われた時期があ

り、さながら学習塾のようであったり

テスト前はテスト対策の様相であった

という記述もあります。

　完成した解放会館の中に隣保館機

能、児童館機能も抱合され、人権まち

づくりセンターになった時にも同機能

は条例上も存在しましたが、人権平和

センターになった現在、条例上には文

言は存在しませんが、子ども支援とし

て子どもの居場所づくりと学習支援の

二つを担うことでスタートしたと理解

しています。

２．市内全小学校に設置されている放

課後児童クラブ（旧留守家庭児童会）

　70 年大阪万博を前にした 1960 年代

後半は、農山村、漁村、炭鉱の離職者

など地方から多くの人が大阪に仕事を

求めて集まりました。私も熊やタヌキ

のいる中国山地の山奥で生まれ大阪に

来ました。

　人口急増の豊中市には廊下の両側に

6 畳や 4 畳半の部屋がずらりと並ぶア

パートや文化住宅とよばれる建物が急
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増し、小学校が次々に建設されました。

南部地域にあった大手白物家電の工場

も働き手を求めていました。パートで

働く母親が増え始めた時期です。

　留守家庭児童会は、1966 年から各

小学校ごとの留守家庭の子どもの放課

後の安全のために始まり、教員の校務

分掌に位置付けられ、私の勤務校では

子ども二人を預かりました。色紙や画

用紙、色鉛筆を用意し、使われていな

い部屋の隅で過ごさせるような今思い

出しても心の痛むスタートでした。職

員会議の途中で 3 時になれば、おやつ

をもって二人の子どもたちの部屋に走

るというようなその場しのぎの申し訳

ないものでした。明日の授業をどうす

るかで心がいっぱいだった私は、預

かっている子どもの気持ちも親の気持

ちも考えるゆとりもない日々でした。

　翌年からは、各校とも校区のお母さ

んなどが有償ボランティア指導員とし

て配置されるようになったと記憶して

います。二つ目の学校に転勤した学校

では、パートなどで働くお母さんが多

い学校で 40 人前後の子どもが留守家

庭児童会に通っていました。教室一つ

では満杯の状況でしたが地域の状況を

よく知った二人の指導員さんが子ども

たちを「お帰り」と迎えてくださり、

宿題を済ませるよう促したり、少しず

つくらしや遊びのルールを子どもたち

に教えておられました。

　校務分掌上の教員は、指導ではなく

役所との連絡や予算執行などの事務的

なことを主に担当しました。留守家庭

児童会用の遊具（ボールや絵本、輪投

げ、なわとび）など必要なものを指導

員さんと相談しながら要求していきま

した。また、担当教員として私の記憶

に残っていることの一つに、このころ

から私の在籍校では、保護者懇談会を

定期的に持つようになり、子どもたち

の放課後の様子を保護者に知っていた

だいたり、親の悩みや相談を聞く・語

り合うなど指導員と親と担当教員、親

同士などのつながりと信頼関係が築か

れるようになり、子どもたちの暮らし

の背景などに、より目を向けることが

できるようになりました。

　今では当時以上に共働き家庭やひと

り親家庭が増え 2 教室を必要とする学

校もあるほどにニーズも高まりその

内容も充実し、何よりすべての小学校

に開設されて 55 年継続されています。

このことは働く親にとって大きな子育

て支援策であり、子どもの大切な居場

所となっています。障害を持った子ど

もの受け入れの中で加配指導員の配置

がなされるようにもなりました。放課

後児童クラブの充実は、豊中市の大き

な財産ともいえます。

　今回の新型コロナウイルスによる一

斉休校時には、親にも指導員の方々に

も多くの不安や困難がありながらも、

すべての小学校で子どもの居場所とし

て、また子と親の安心安全の大きな支

援になりました。4 月の緊急事態宣言

後は、医療従事者の子ども等の利用を

重点に自粛を求める要請もありました

が、閉鎖することなく続けられ大きな

役割を果たしました。教員の校務分掌

や有償ボランティアから始まったもの



じんけん　ぶんか　まちづくり第 68 号

25

が何とか雇用という形になるにも、開

設数年後からの 1970 年代の市職員労

働組合や教職員組合の取り組みが有形

無形の力となりました。

３．児童福祉法における児童館や

放課後児童クラブの位置づけ

　1948 年施行された児童福祉法 40 条

では児童館、児童遊園を児童厚生施設

と位置づけ、「児童に健全な遊びを与

えて、その健康を増進し、または情操

を豊かにすることを目的とする施設と

する」と定め、対象は 0 歳から 18 歳

の子どもとしています。

　一方、現在の放課後児童クラブは、

1997 年児童福祉法が、同法 6 条 3 の

第 2 項で、放課後児童健全育成事業が

加えられ根拠法となりました。「保護

者が労働等により昼間家庭にいない小

学校の子どもたち（放課後児童）に対

し授業終了後に、児童館等を利用して

適切な遊びの場及び生活の場を提供し

てその健全な育成を図るもの」と説明

しています。対象児童も 10 歳程度と

していたものを「小学校児童」と拡大

されました。　

　また、児童館については、2018 年

に改正されたガイドラインによると、

児童館の特性として「子どもは遊びを

通して育つもの。遊びを指導するもの

がいることで子どもの居場所となり地

域の拠点となる。子どもが自由に過ご

し遊ぶことから、子どものあらゆる課

題に直接かかわることができる。子ど

もと一緒に考え対応し、必要に応じて

関係機関に橋渡しをし福祉的課題に対

応できる。地域の人に見守られ、安全

な環境の中で自ら成長していくことが

できる。」としています。

　放課後児童クラブも児童館もどちら

も①児童福祉法を根拠とし、②遊びの

場・生活の場の提供（居場所）③指導

する人の配置は、共通しています。

　2020 年度 4 月から受託事業として

センターでスタートするはずだった子

ども支援事業が、これまでの利用者や

近隣教育関係者から存続を強くもとめ

られたことに応えて行かなければと思

います。同時に①この地域の特別な

ニーズとして動かしがたい課題とは何

なのか、②今回の新型コロナウイルス

感染という緊急事態にその受け皿の実

態はどこだったのか③それらは市内の

他の地域でも共通する子育て・子ども

支援課題として求められていることな

のか等、明らかにするとともに、2 月

から 6 月初旬までの間の子どもの受け

皿の実態をも把握できればと思いま

す。そうすることでこれまでの意見の

相違や様々な立場を超えて、豊中市と

して見直したり新たに付加する必要の

ある子育て・子ども支援施策や中学生

への学習支援や居場所づくり等併せて

検討し、今後の政策提起ができるよう

になることを心から願っています。

　なお、私の個人的体験によることや、

体験していないで文書から読み取った

ことなどにより、思い違いや不正確な

ことが含まれてることもあるかもしれ

ません。ご指摘いただき、お許しくだ

さい。
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児童館の始まり

　この地域の人々が小さな畑を生活の

支えとして生きていたころ、子どもた

ちが集まる場・遊ぶ場はまだなかっ

たそうです。そこで、「教育が重要だ」

と主張した寺本知さんを中心に子ども

の集まる場所をつくる動きが生まれ、

地域の人々の多くは生活に直接かかわ

る畑を手放し、無償で土地を提供した

そうです。高田さんのおばあさんも、

この時、畑の土地を提供しました。畑

を手放すということは決して容易なこ

とではなかったものの、地域の人々が

「子どもたちのために」という一心で、

決断をしたということが伝わってきま

した。解放会館、センターの歴史は、「自

分たちで建てた」児童館からスタート

している、という思いは非常に強いも

のだということが、お話の中から感じ

られました。だからこそ、豊中市がこ

れまで行ってきた事業の大幅な見直し

を行い、その流れの中で 2020 年度か

ら児童館の事業が廃止されそうになっ

たということについては、理解ができ

ないという様子でした。この動きが、

いかにこれまでの歴史を顧みず、市に

よって一方的に進められていたのかと

いうことがよくわかる話であったよう

に思います。

　また、児童館の時は、地区だけでは

記憶から記録の時代へ

高田敏子さんのお話

現在の人権平和センターの建物が建つ前、プレハブの事務所だった頃から豊

中市同和事業促進協議会で働いておられた高田敏子さん（87 歳）に前事務局

長と一緒にお話を伺いに行きました。高田さんは、住宅期成同盟の一員として、

団地（解放住宅）の 1､2 棟を建てる運動に参加され、今は 3 棟に住んでおら

れます。50 年以上運動に携わり、長い間この地域の状況や、それを取り巻く

行政の在り方を見てきた高田さんに、さまざまなお話を聞かせていただきま

した。（文責：秋山みき）
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なく、市全域から子どもたちが来て

いましたが、解放会館（1973 年開館）

ができてからは、同和対策事業として

実施されたために、対象が地区の子に

限定されました。そのような中で、家

庭の事情で地区外に住んではいるもの

の、どうしても子どもを児童館に通わ

せたいと強く求めた保護者に対して、

高田さんが断らざるを得なかった時の

ことをお話してくださいました。この

ことは現在でも高田さんにとって、忘

れられない、心苦しい出来事として

残っているようでした。

　子どもたちは家では集中して勉強が

できないからこそ、やはり児童館は絶

対に必要だと自信をもって言い切られ

たことも印象的でした。現在、塾など

に通うことができる子どもは増えてい

るものの、同時に給食やこども食堂が

なければ十分に栄養のある食事をとれ

ない子どもも増えており、そのような

ギャップの広がりも懸念されていまし

た。

　児童館がどのような経緯で建てられ

たのか、これまでどのような役割を果

たしてきたのかということについて

しっかりと向き合い、今後の子どもた

ちに必要なことを中心に据えて考える

ことが最も重要なことなのではないか

と考えさせられました。そのために

も、児童館設立当時の状況や経緯を良

く知っている高田さんのような人にお

話を伺い、状況を知ろうとする姿勢が

不可欠であると思いました。

差別と解放

　これまでに受けた部落差別や、高田

さんの部落に対してのとらえ方につい

てもお話を伺うことができました。高

田さんは昔、働いていた時の上司に、

帰り道を聞かれた事をお姉さんに話

した時、部落であることをばれないよ

うに、岡町駅ではなく豊中駅で降りて

帰宅することを勧められたりしたこと

に、運動を通して少しずつ「なぜ悪い

ことをしていないのに怖がられなくて

はならないのか？」と疑問を感じるよ

うになっていったそうです。しかし、

その後お姉さんもいろいろな差別を受

けてきており、そのような差別から逃

れるために、そういった対応をするし

住宅 1 棟（2019 年 7 月撮影）

解体工事（2019 年 11 月）
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かなかったという背景も明らかになっ

た、と話されていました。差別は、そ

の場で相手を傷つけることはもちろ

ん、その人のその先の人生にも深くか

かわり、家族や友人関係にも大きな影

響を及ぼすということを改めて実感し

ました。

寺本知さん

　2023 年に豊中水平社が 100 年を迎

えることに関連して、これまでの 50

年以上にわたる運動生活を振り返り、

最も印象に残っていることを尋ねられ

た高田さんは、やはり寺本知さんの名

前を挙げられました。住宅期成同盟と

市との交渉のとき、女性であることか

ら意見を言うことを止められることも

あった高田さんに、寺本さんは意見を

言わせてくれたそうです。高田さんは、

「物言う」ことを初めて経験。仕事を

勧めてくれたのも寺本さん…と繰り返

し感謝を口にしていました。

　また、当時読み書き（特に書くこと）

が困難であった高田さんは、仕事を始

めた後も困ることが多く、周りの人の

支えと自身の努力によって何とか仕事

を続けておられたそうです。30 歳を

過ぎたころ大阪市内で開催されていた

解放学校へ 1 年間通い、色々な話を聞

いたり識字学習などを通して、差別へ

の本当の怒りを感じるようになり、少

しずつ自信を持つことができるように

なったと語られていました。勉強をし

て「世界が開けた」という言葉には、

非常に重みが感じられ、強く印象に

残っています。識字学習の重要性につ

いて話を聞くだけでは伝わり切らない

現実に触れることができたような気が

しました。

地域のつながりの変容

　団地での生活についてのお話も、

色々な切り口から聞くことができまし

た。お話を伺ったのは、新型コロナウ

イルス感染拡大の影響で外出自粛ムー

ドが高まっていた 3 月半ばで、外出が

できず、家での生活にも張りがなく

なってしまったことを語られている中

で、同じ団地に住む一人暮らしの住人

たちが心配で、廊下に出ては部屋の電

気がついていることを確認することが

日課だということも話されました。ま

解体工事（2019 年 12 月）

解体工事（2019 年 12 月）
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た、もともと地区に住んでいた人やつ

ながりのあった人、そしてその家族の

現状についてまでよくご存じで、これ

まで私が暮らしてきた地域の雰囲気と

は大きく違うことが感じられました。

住民同士がお互いのことを良く知り

合っていて、そのつながりを大切にし、

一度できたつながりはそう簡単に切れ

るものではない、という人情にあふれ

たあたたかい雰囲気が伝わってきまし

た。

　同時に、昔は子どもの友達を招いて

ご飯を一緒に食べたり、他人の子ども

も怒ることがあったり…といったつな

がりがあったものの、最近ではそのよ

うな関係性はなくなり、冷たい社会に

なってしまった、というような寂しさ

を口にされることも多かったように思

います。地域やセンター、社会の雰囲

気が時代とともに移り変わっていく中

で、高田さんやこのセンターが大切に

してこられたあたたかい関係性も失わ

れつつあるということが現実味を帯び

て感じられました。

　お話を伺った帰り道、すれ違った方

はたまたま高田さんと同じ階に住む住

民の方でした。団地に住んでいる人た

ちがつながっていて、いつもお互いが

元気にしているかな？というようなこ

とを気にかけあっているという感じが

伝わってきました。やはり、このよう

なあたたかな関係性がこの地域のとて

も素敵な部分なのではないかと改めて

感じさせられました。

　人情やつながりは薄れ、自分たちの

ことで精いっぱいになっている現在の

社会で、高田さんが感じられる「寂し

さ」「冷たさ」というものも少しわか

るような気がします。

　生きてきた時代も、この地域で過ご

している時間も全く異なる私が高田さ

んのお話を伺うことは、非常に新鮮で

勉強になることが沢山ありました。と

ても貴重なお話を聞かせていただきま

した。高田さん、ありがとうございま

した。

解体工事（2020 年 5 月）

解体工事（2020 年 5 月）
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　会社を退職してのんびりとしてい

ましたら、昨年 10 月にお仕事の声が

かかり、私で役に立つのであれば、と

いうことと声がかかるうちが花だと思

い、二つ返事でお受けすることにしま

した。

　そして今年の 2 月に 4 月から「こど

もの学び・居場所事業」の仕事に関わ

ることが決まりました、と連絡が入り

ましたが、3 月 2 日に新型コロナウイ

ルス感染症により全国の学校で 3 学期

末まで一斉休校となり、4 月 7 日に緊

急事態宣言が発出されました。

　ようやく 5 月 21 日に大阪・京都・

兵庫の緊急事態宣言が解除となり、い

よいよ 6 月 1 日から仕事に携わらせて

いただけることとなりました。

　今回のことで私は「あたりまえのこ

と」を「あたりまえのことではなかっ

た」と感じることができました。つま

り、今までずっとあたりまえに月日が

過ぎ去っていったのに、今回は普通に

買い物や観光に行くことが全て自粛と

なりました、特に人との会話の機会が

無くなるということはとてもつらいと

感じるようになりました、こんなこと

は初めてです。

　これからは子どもの安全、日常生活

の保障を最優先に、子どもたちの役に

立てるように仕事をしていこうと思っ

ていますのでよろしくお願いします。

　なお 6 月は累計で 257 人、就学前か

ら高校生まで幅広い子どもたちの参加

があり嬉しく思っています。

ようやくスタート

子どもを最優先に

田中　新三【事務局】
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　コロナ禍のため世の中が大騒ぎのこ

ろ、令和元年度をもちまして豊中人権

まちづくりセンターから人権平和セン

ター豊中へといつの間にか生まれ変わ

りました。そのようななか豊中人権ま

ちづくりセンターで十数年間、総合生

活相談の相談員として地域の皆さんと

関わらせてもらいましたが、このたび

とよなか人権文化まちづくり協会が市

の事業を委託されたのがご縁で職員と

してお世話になることになりました。

4 月より新たに総合生活相談の専用電

話が設置され、さらに充実した環境の

中、引き続きまちづくり協会で相談員

をさせていただいています。

　電話相談だけでなく、高齢者対象の

地域交流事業や講座を開催することで

相談につながることもありますので、

困りごとや悩み事を聞かせてもらいな

がら、解決に向けて一緒に考えていく

生きた相談を行いたいと思っています

のでよろしくお願いいたします。

センターから協会へ

改めまして、よろしくお願いします　

西　智子【事務局】

まずはご相談を

コロナ禍に伴う相談と新規事業のス

タート！！

福島　智子【事務局】
　今年度はスタート前から新型コロナ

ウイルスの感染拡大に伴い、4 月に緊

急事態宣言が出され、センターの事業

も中止となってしまいました。

　本来でしたら、4 月から新事業も含

めてスタートする予定で準備を進め

菊地さんの紙芝居（地域交流事業）



じんけん　ぶんか　まちづくり第 68 号

32

てきましたが、それどころか、いつか

ら始められるか不透明な日々となる上

に、三密を避けましょうということ

で、とても仕事がしにくいスタートで

した。

　そんな中でも電話相談は、可能なの

で動き始めました。相談事業は、「総

合生活相談」、「人権相談」ともに新た

に専用電話を設置しました。特に広報

誌で紹介されると相談件数も増えてき

ています。相談の中には、今回のコロ

ナの影響を受けて、不安を抱えておら

れる相談もありました。

　一見すると、コロナの影響ではない

と思われる内容でも、外出を自粛せざ

るをえない状況で、行き場がなくてス

トレスを感じておられるなど、様々な

影響が出ているように感じました。

 相談の対応をしながら、一方では新

規事業の準備は進めていましたが、講

師への連絡や調整、参加者へも連絡が

必要で、スタートしたときの感染予防

策なども準備する必要があり、長いよ

うであっという間に 4 月・5 月が終わ

り、6月からやっとスタートしました。

　私にとっては初めての事業もあり、

ドキドキのスタートとなりましたが、

少しずつでも参加者のみなさんとも関

係をつくっていきたいと思います。

ピンチをチャンスに変えて

この数か月間の振り返りとこれからの

こと　　　　　　　　　　　

重本　洋輔【事務局】

　1 月ごろに「中国の武漢で新型コロ

ナウイルスの感染が広まっている」と

の報道がされはじめた時、「日本もこ

のまま無関係というわけにはいかない

だろう」と意識はしてはいたが、学校

や施設が軒並み閉鎖されたり、有名人

を含めた多くの人が亡くなったり、そ

して緊急事態宣言が発令されるまでの

状況になるなんてまったく想像してい

なかった。

　当たり前だが、すべてが初めての経

験だった。僕自身は子どもがいるわけ
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でもなく、仕事やお金に困ることもな

く、持病があるわけでもなかったが、

それでもこの数か月間は精神的にめ

ちゃくちゃきつかった。

　4 月の中旬ごろに僕の胸から背中に

かけてヘルペス（帯状疱疹）が現れた

のは単なる偶然ではなく、思うように

外出できないストレスと目に見えない

新種のウイルスへの不安や恐怖といっ

たストレスが原因だと思っている。

　しかし、この数か月間の緊急事態の

中で改めて気づいた（学んだ）ことも

ある。一つは今の政府は無責任で頼

りないというか、何があっても我々を

守ってくれないし助けてもくれないと

いうことだ。人の命がかかっているに

も関わらずオリンピックの開催や経済

を回すことを優先しようとしたり、呑

気にくつろぐ動画を上げたり、今更感

のあるアベノマスクを配ったり、挙句

の果てにはどさくさに紛れて法律を変

えるような動きまであった。僕の母親

がよく「政府なんかあてにしてはいけ

ない」「最後は自分で自分を守るしか

ない」と言っていたが、まさにそのと

おりだと痛感した。これを機会に多く

の人が今の政府の問題点に気づいてく

れることを願いたい。

　もう１つ、これまで当たり前だった

ことが当たり前でなくなったという

か、個人的な趣味である映画鑑賞や野

球観戦などと同様に、この間いろんな

ところで予定されていた人権講座や学

習会が軒並み延期・中止になり、差別

や人権について学ぶ機会・方法が制限

されてしまったことで、その有難みや

大切さについても改めて実感させられ

た気がする。

　差別や人権に関わる情報を積極的に

収集していくことは前回の機関誌に書

いた「目標」にも関わってくることな

ので、2か月遅れになってしまったが、

これから挽回できるようにしっかり取

り組んでいきたいと思う。

　現在、まだウイルスが完全に収束し

たわけではないし、第二波、第三波の

こともあるので油断はできないが、6

月に入ってセンターも協会も新しい名

前・新しい体制でようやく正式にス

タートすることができた。三つの密や

ソーシャルディスタンス（社会的距離）

など、これまでになかった対応や対策

に戸惑うことも多く、「利用しないで

ほしい」「他の人と距離をとってほし

い」といった具合に、いろんな人が気

軽に利用したり、いろんな人同士が出

会ったり、交流していくための人権平

和センターに相応しくないようなお願

いをしなければならない時もあって、

複雑ではあるが、皆で力を合わせなが

ら今後も様々な問題や課題を乗り越え

ていきたい。

老人憩の家休館の張り紙
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ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

人権文化まちづ

くり講座

7月 30日（木）

14 時 -16時

パレスチナから考える
平和と人権

お話：岩城 聰
あきら

さん
（日本聖公会大阪教区司祭）

自由と人権のないパ
レスチナの歴史や現
状を学びます。
定員 ： 30名
申込 ： 電話、 メール、
FAX、 来館で受付

パネル展

8月5日（水）～

8月19日（水）

ひろしま

会場 ： 人権平和セ
ンター螢池
9時-17時（日曜休
館）

8月 8日（土）

じんまち☆シネマ

パッチギ！
井 筒 和 幸 監 督 作 品・
2004 年 /120 分

申込不要

人権文化まちづ

くり講座

8月 20日（木）

14 時 -16時

コロナ禍のメディアと
わたしたち【入門編】
進行：とよなかメディア
プロジェクトチーム

メディア ・ リテラシーと
は何かについて参加
型で学びます。
定員：30名　申込：電
話、 メール、 FAX、 来
館で受付。 どちらか1
回の参加も可能です。

人権文化まちづ

くり講座

8月 27日（木）

14 時 -16時

コロナ禍のメディアと
わたしたち
【やってみよう！編】
進行：とよなかメディア
プロジェクトチーム

入門編を踏まえて、 コ
ロナ禍をめぐるニュー
スの分析を行います。
定員：30名　申込：電
話、 メール、 FAX、 来
館で受付。 どちらか1
回の参加も可能です。

※記載のないものは人権平和センター豊中が会場です。すべて参加無料です。
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編集後記

◇機関誌は協会の役員から投稿しても

らっていますが自由に個人的見解を述べ

ていただいています。◇青木さんの寄稿

を拝見すると、当事者を抜きに話が推し

進められてしまうケースが非常に増えて

いる気がする。議論をすれば反論されて

しまう自信のなさの表れか、それとも当

事者をないがしろにしているのかどちら

にせよ到底納得できるものではない。豊

中でのインクルーシブ教育は全国に先駆

けて打ち出されたものだ。子どもは大人

から学ぶことが多いかもしれないが、子

ども同士ふれあいながら学ぶこと、気づ

くことのほうが圧倒的に多い。そして大

人が子どもから学ぶことも多い。青木さ

んからこの件を聞かなければ何も知らな

いままだったと思うと恐ろしくて仕方が

なかった。なぜこのような事態になって

いるのか、豊中市には納得のいく説明、

またはパブリックコメントの実施をお願

いしたい。◇コロナ禍をめぐるニュース

を西村さんにまとめていただきました。

連日連夜、イヤになるほどコロナ禍の

ニュースが報道されていましたが、人種

による感染格差があったことや、情報格

差の深刻さ、保健所が約 20 年で半数近

くまで減っていたことは全く知りません

でした。8 月のまちづくり講座はコロナ

禍とメディアリテラシーがテーマです。

西村さんにも進行役としてご参加いただ

きます。お気軽にお越しください。◇人

権協副会長、協会評議員、同和問題解決

推進協議会の第 6 期市民委員もされて

いた植松さん。他にも子育て支援などに

も活発に関わってらっしゃいます。2 月

には CAP みしま大阪の大人向けワーク

ショップにも一緒に参加しました。勉強

熱心で明るく気さくにお話ができて、い

つも応援してくださる頼もしい存在の方

です。

◇人権まちづくりセンター条例の廃止と

新たに人権平和センター条例が昨年 12

月に本会議で可決された。そこには児童

館の廃止も含まれている。豊中市からは

パートナーであるはずの我々と何ら建設

的な議論もなく、地域住民には何度か説

明会はあったものの納得のいく説明がな

いまま話は進んだ。もちろん我々の力不

足もあったかもしれないが、それでも必

死のパッチにもがいて抗ったつもりだ。

思い返すと毛穴から怒りが漏れて眠れな

くなりそうなので詳しくは 62 号をご覧

いただきたい。HP からも読めます。ち

なみに 2009 年に「続・人間の血は涸

れず」が発行されています。豊中の運動

の歴史を振り返る参考にしていただける

1 冊です。◇時折、事務所にお越しくだ

さっていろんな話を聞かせてくださった

高田さん。「機関誌面白かったよ」と言っ

てもらえると私は原稿を書いていないの

に嬉しい気持ちでいっぱいになる。解放

会館の建設、センターへの名称変更、住

宅の解体。地域の風貌が変わる様子を見

てこられた高田さんの地域に対する思い

は、私が想う以上に一筋縄ではないと感

じる。聞き取り、ありがとうございまし

た。◇ 2 月 19 日、伊丹朝鮮学校ＦＷ

の 2 日後から、市の事業が軒並み中止に

なった。見学に行けて本当に良かったと

思いました。機関誌へのご意見、ご感想

をお待ちしております。（森山）
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相談窓口のご案内（豊中市からの受託事業）

１．総合生活相談

とき：火曜、木曜、土曜の９時～１７時（日曜・祝日を除く）

ところ：豊中事務所（人権平和センター豊中）

電話：06-4865-3713　

２．人権相談
とき：月曜、水曜、金曜の９時～１７時（日曜・祝日を除く）

ところ：豊中事務所（人権平和センター豊中）

電話：06-4865-3655　

お気軽にご相談ください。面談での相談は予約が必要です。


